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ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

四
二
　
　
（
六
〇
二
）

ド
　
ナ
　
ウ

7可

の
航
行

制
度

　　の

剛

原

光

雄

叫
、
は
し
が
ぎ

二
、
ド
ナ
ウ
河
航
行
制
度
の
趣
過

三
、
一
九
四
八
年
の
協
約
の
起
草

　
イ
、
ベ
ル
グ
ラ
ヨ
ド
會
読
の
構
成

　
ロ
、
會
議
の
審
議
方
法

　
ハ
、
會
講
あ
樫
陶
”
の
範
團

四
、
一
九
四
八
年
八
月
一
八
日
の
協
約
の
内
容

　
イ
、
協
約
の
原
則

　
ロ
，
原
則
の
通
用

一
、
は
し
が
き

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
一
の
大
河
で
あ
る
ド
ナ
ウ
は
、
そ
の
貫
流
す
る
地
域
が
廣
大

で
あ
り
、
西
か
ら
東
へ
敷
國
を
貫
い
て
流
れ
て
黒
海
に
注
ぎ
、
水
量
も
豊
富
で

あ
る
。
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
か
ら
來
る
纒
濟
的
贋
値
も
極
め
て
大
き
い
。
そ

の
た
め
に
、
ド
ナ
ウ
の
航
行
制
度
は
、
こ
の
脛
濟
的
利
釜
と
ド
ナ
ウ
を
饒
る
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

國
の
政
治
力
と
を
反
映
し
て
、
L
ば
し
ば
攣
化
し
て
い
る
。
殊
に
、
第
二
家
大

験
中
及
ぴ
大
職
後
の
ヨ
ー
・
ヅ
パ
の
政
治
情
勢
の
墜
動
が
、
・
シ
ア
を
中
心
と

し
て
ド
ナ
ウ
の
流
域
國
で
あ
る
東
ヨ
ー
ロ
ジ
パ
に
大
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
ド
ナ

ウ
河
の
航
行
制
度
に
も
當
然
影
響
を
興
え
る
結
果
と
な
つ
た
。
ド
イ
ッ
が
束
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
進
出
し
た
時
も
、
こ
れ
が
た
め
に
ド
ナ
ウ
の
航
行
制
度
が
修
正
せ

ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
常
に
政
治
的
支
配
力
の
た
め
に
動
揺
を
綾
け
て
來
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
四
八
年
に
は
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
會
議
で
新
協
約
が
成

立
し
て
い
る
。
大
職
中
並
び
に
大
職
後
に
起
つ
た
ド
ナ
ウ
の
航
行
制
度
の
攣
動

を
、
ラ
ラ
ソ
ス
國
際
法
雑
訟
恥
（
閃
φ
ぐ
信
①
㎎
ひ
5
⑪
尾
巴
山
①
U
吋
O
ま
H
β
一
①
弓
β
餌
－

銭
9
箪
頃
自
菖
ざ
）
の
一
九
五
一
年
第
一
號
が
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
そ

の
概
要
を
傳
え
て
、
ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思

、
）
o

二
、
ド
ナ
ウ
河
航
行
制
度
の
経
過

　
民
ナ
ウ
河
の
國
際
制
度
が
最
初
に
成
立
し
た
の
は
ク
リ
ミ
ア
職
雫
を
終
結
せ

し
め
た

一
パ
五
六
年
の
パ
リ
ー
條
約
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
條
約
で
は
、
ド

ナ
ウ
0
航
行
の
自
由
と
河
岸
國
と
非
河
岸
國
の
代
表
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
團

膿
に
よ
る
監
理
が
規
定
せ
ら
れ
た
9
の
み
な
ら
ず
、
ド
ナ
ウ
海
（
ド
ナ
ウ
河
の

河
幅
が
廣
い
部
分
、
プ
ラ
イ
ラ
か
ら
河
口
ま
で
を
ω
8
U
自
餌
目
と
よ
び
、

そ
れ
よ
P
上
流
を
閨
言
器
U
o
昌
曽
諸
と
よ
ぶ
）
の
監
理
に
關
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
委
員
會
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
委
員
會
は
ヨ
ー
・
ッ
パ
諸
國
の
商
業
を
監
覗



す
る
と
同
時
に
、
ロ
シ
ア
の
黙
力
及
び
ド
ナ
ウ
地
域
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
．

ハ
ン
ガ
リ
イ
の
政
治
的
撮
大
を
監
覗
す
る
た
め
で
あ
つ
た
。

　
そ
の
後
、
第
一
次
大
験
後
一
九
二
一
年
七
月
二
十
三
日
に
パ
リ
ー
で
締
結
せ

ら
れ
た
ド
ナ
ウ
河
の
確
定
法
規
設
定
協
約
（
0
9
お
暮
帥
§
9
ぎ
庚
鶏
暑
一
〇

ω
雷
言
叶
泳
ゆ
且
叶
篤
台
U
彗
魯
①
）
は
、
ド
ナ
ウ
の
國
際
制
度
を
確
詔
．
強

化
し
た
も
の
で
あ
る
。

，
第
一
次
大
戦
後
の
政
治
勢
力
の
饗
動
、
殊
に
、
ド
イ
ツ
，
の
勢
力
の
増
大
は
、

一
九
二
一
年
の
制
度
の
適
用
に
根
強
い
反
動
を
惹
ぎ
起
し
た
。
國
際
化
制
度
は

「
河
の
ド
ナ
ウ
」
に
つ
い
て
も
、
「
海
の
ド
ナ
ウ
」
に
つ
い
て
も
極
め
て
敏
感

に
退
歩
の
状
態
を
示
し
た
。
「
海
の
ド
ナ
ウ
」
の
制
度
は
一
九
三
八
年
八
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

八
日
の
シ
ナ
イ
ア
（
ω
ぎ
臥
餌
）
協
定
に
よ
つ
て
修
正
せ
ら
れ
た
。
こ
の
協
定
に

よ
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
は
中
央
ヨ
ー
・
ッ
パ
で
彼
等
が
直
面
し
た
困

難
の
た
め
に
、
ヨ
ー
・
ヅ
パ
委
員
會
で
、
ル
、
マ
ニ
ア
が
領
土
主
灌
の
侵
害
で
あ

る
と
す
る
切
望
に
譲
歩
し
た
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
・
リ
パ
委
員
會
の
立
法
と
行
政

の
権
力
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
自
稜
的
な
サ
ー
ヅ
ィ
ス
に
委
ね
る
こ
と
に
な
つ
た
。

ヨ
ー
・
ッ
パ
委
員
會
の
司
法
椹
は
ル
r
マ
ニ
ア
裁
剣
所
に
蹄
屍
し
た
。
ヨ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
リ

ッ
パ
委
員
會
は
箪
に
監
覗
の
使
命
を
も
つ
に
過
ぎ
な
く
な
つ
た
。
ド
イ
ッ
は
一

九
三
九
年
五
月
一
六
日
の
ブ
カ
レ
ス
ト
協
定
で
、
ヨ
ー
・
ヅ
パ
委
員
會
の
構
成

國
と
の
合
意
で
、
こ
の
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
と
な
つ
た
。

　
「
河
の
ド
ナ
ウ
」
、
の
制
度
も
一
九
三
六
年
に
修
正
せ
ら
れ
た
。
一
九
三
六
年

一
一
月
二
八
日
に
ド
イ
ッ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
條
約
の
河
川
條
項
並
び
に
一
九
二

一
年
七
月
二
三
日
の
協
約
の
駿
棄
を
一
方
的
に
宣
言
し
た
。
ド
イ
ツ
は
自
國
内

の
ド
ナ
ウ
河
に
封
し
排
他
的
な
支
配
を
確
立
し
た
。
一
九
三
八
年
の
オ
ー
ス
ト

リ
ア
併
合
及
び
一
九
三
九
年
の
ボ
ヘ
ミ
ヤ
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
保
護
領
化
で
、
ド

ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

イ
ッ
は
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
（
閃
蚕
鼠
の
露
轟
）
ま
で
の
ド
ナ
ウ
河
の
全
河
流
を

ド
イ
ッ
に
從
鵬
せ
し
め
た
。

　
第
二
次
大
戦
は
ド
ナ
ウ
の
航
行
制
度
に
更
に
新
七
い
修
正
を
齎
し
た
。
一
九

四
〇
年
春
の
英
佛
の
悲
劇
の
後
で
、
同
年
賦
0
月
ド
イ
ッ
は
ド
ナ
ウ
河
岸
國
會

議
を
ウ
ィ
ー
ン
に
召
集
し
た
。
こ
の
會
議
は
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヅ
ァ
か
ら
ブ
ラ
イ

ラ
（
卑
鉱
宣
）
ま
で
の
河
川
の
統
治
灌
を
河
岸
國
の
代
表
者
だ
け
で
構
成
す
る

ド
ナ
ウ
河
評
議
會
（
O
o
冨
亀
ゆ
眉
£
巴
含
ご
”
ロ
弱
げ
o
）
に
興
え
る
；
と
に
決

定
し
た
。

　
一
九
四
〇
年
に
ソ
連
が
ベ
ヅ
サ
ラ
ピ
ア
（
切
⑦
の
鶏
寅
三
Φ
）
を
同
復
し
た
の

で
、
ソ
連
も
再
び
河
岸
國
と
な
つ
た
。
ド
イ
ッ
と
ソ
連
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
委
員
會

の
代
り
に
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ロ
シ
ア
委
員
會
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
協
定
し
よ
う

と
し
た
。
一
九
四
〇
年
一
〇
月
二
八
日
に
、
こ
の
協
定
の
適
用
の
愛
當
性
を
決

定
す
る
た
め
に
ブ
カ
レ
ス
ト
會
議
を
開
い
た
が
、
こ
の
會
議
で
は
何
の
了
解
も

成
立
し
な
か
つ
た
。

　
一
・
九
四
一
年
の
濁
ソ
職
争
の
開
始
に
よ
つ
て
、
ド
イ
ツ
は
麦
配
を
「
海
の
ド

ナ
ウ
」
ま
で
鑛
大
し
た
。
敵
封
行
爲
の
縫
綾
中
、
ド
ナ
ウ
は
占
領
軍
司
令
官
の

支
配
下
に
お
か
れ
た
。

　
一
九
四
五
年
の
終
職
に
俘
う
新
政
治
情
勢
は
、
ド
ナ
ウ
河
の
法
制
の
修
正
を

不
可
避
の
も
の
と
し
た
。
こ
の
政
治
情
勢
は
、
特
に
河
岸
國
の
護
展
、
ド
ナ
ウ

地
域
に
お
け
る
ソ
蓮
の
膨
脹
、
ヨ
ー
・
ヅ
パ
事
件
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
介
入
に
よ

つ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
一
年
七
月
二
三
日
の
條
約
が
締

結
せ
ら
れ
た
営
時
は
、
國
家
と
し
て
漸
く
誕
生
し
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
チ
ェ
ヅ

コ
ー
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
や
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
、
第
二
次
大
戦
後
に
は

そ
の
個
性
と
勢
力
を
確
認
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
國
の
國
民
的
感
情
は
極
め
て

四
三
　
　
（
六
〇
三
）



ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

活
漢
で
あ
つ
た
。
　
一
九
四
六
年
九
月
三
〇
日
に
バ
ル
カ
ン
脛
齊
委
員
會

（
O
O
目
凶
器
一
象
国
8
ぎ
冒
置
口
ゆ
畠
霧
ω
P
o
一
冨
富
）
で
ル
ー
マ
ニ
ア
の
條
約
草

案
が
討
議
せ
ら
れ
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
が
ド
ナ
ウ
の
國
際
化
を
主
張
し
た

ら
、
チ
ェ
．
ヅ
コ
の
代
表
は
、
彼
の
國
は
「
自
分
の
家
の
主
人
」
と
し
て
止
ま
る

意
思
を
も
つ
て
い
る
と
宣
言
し
た
。

　
ソ
蓮
は
、
職
勝
の
た
め
に
中
央
ヨ
ー
・
ッ
パ
で
優
越
的
な
地
位
を
獲
得
し

た
。
一
九
四
〇
年
に
ベ
ヅ
サ
ヲ
ピ
ア
を
獲
得
し
た
の
で
、
ド
ナ
ウ
の
河
口
を
支

配
し
た
。
ソ
蓮
軍
は
ド
ナ
ウ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
大
部
分
を
占
領
し
た
。
ソ

　
　
　
　
　
　
　
ハ

連
は
ド
ナ
ウ
河
岸
國
と
は
同
盟
條
約
及
び
通
商
條
約
に
よ
つ
て
結
ば
れ
て
い

る
。
ソ
蓮
の
地
位
は
中
央
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
各
國
内
の
共
産
窯
の
勢
力
に
よ
つ
て
張

化
せ
ら
れ
た
。
ツ
蓮
に
よ
つ
て
調
印
せ
ら
れ
ず
、
叉
そ
の
條
約
で
い
か
な
る
地

位
も
與
え
ら
れ
な
か
つ
た
一
九
二
一
年
a
協
約
は
、
も
は
や
中
央
ヨ
ー
・
ッ
パ

　
　
リ

の
新
し
い
政
治
的
・
脛
濟
的
情
勢
に
は
適
し
な
く
な
つ
た
。
ド
ナ
ウ
の
中
流
及

び
下
流
の
主
人
と
な
つ
た
ソ
連
は
、
下
ナ
ウ
は
河
岸
國
の
共
同
領
域
の
一
種
を

成
す
も
の
で
あ
る
と
の
観
念
を
護
持
し
た
。
ソ
蓮
は
、
ド
ナ
ウ
の
航
行
の
管
理

権
は
專
ら
河
岸
國
の
代
表
者
の
み
で
構
成
せ
ら
れ
る
委
員
會
に
與
え
ら
る
べ
き

で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
河
岸
國
の
勢
力
が
決
定
的
で
あ
る
か

ら
、
と
い
う
考
え
を
も
つ
て
い
る
。

　
ソ
連
の
考
え
方
に
封
立
す
る
の
は
西
牛
球
の
大
國
、
殊
に
ア
メ
リ
カ
で
あ

る
。
ド
ナ
ウ
の
歴
史
に
お
心
天
ソ
蓮
は
初
め
て
彼
の
面
前
に
立
つ
も
の
と
し

て
の
ア
メ
リ
カ
を
見
た
。
第
二
次
大
職
ま
で
は
、
，
ア
メ
愛
力
は
ド
ナ
ウ
問
題
に

興
昧
を
も
た
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
一
九
四
五
年
七
月
の
ポ
ツ
ダ
ム
會
議
で
、

ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
ヨ
ー
・
ッ
パ
諸
河
川
の
國
際
化
の
間
題
を
提
出
し
た
。

こ
の
提
案
の
楡
討
は
外
相
會
議
に
移
逡
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
會
議

四
四
　
　
　
（
山
ハ
〇
四
）

の
終
了
に
當
り
、
ト
ル
ー
マ
ソ
は
次
の
よ
う
な
宣
言
を
し
た
。
即
ち
「
ヨ
ー
ロ

ヅ
パ
に
お
け
る
可
航
水
路
の
利
己
的
支
配
は
、
過
去
二
世
紀
に
亙
つ
て
絶
え
ず

ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
職
孚
の
原
因
と
な
つ
た
。
私
は
ド
ナ
ウ
、
黒
海
の
海
峡
、
ラ
イ

ン
、
キ
ー
ル
蓮
河
及
び
二
國
或
い
は
多
敷
國
を
横
切
る
ヨ
ー
・
ヅ
パ
間
の
総
て

の
可
航
水
路
を
考
え
惹
。
合
衆
國
は
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
國
内
可
航

水
路
に
総
て
の
制
限
を
冤
除
し
た
自
由
な
航
行
を
保
障
す
る
こ
と
を
提
案
し

た
」
と
。

　
ド
ナ
ウ
の
法
律
制
度
に
新
し
い
槍
討
を
加
え
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
一
般
的

に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
議
論
は
李
和
條
約
の
作
成
中
に
始
つ
た
の
で
あ
る
。

　
÷
九
四
六
年
一
〇
月
一
〇
日
、
ル
ー
マ
ニ
ア
と
の
條
約
第
三
六
條
討
議
の
際

に
、
イ
ギ
リ
ス
代
表
に
支
持
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
代
表
は
、
ド
ナ
ウ
の
國
際
化
を

要
求
し
た
。
ソ
蓮
代
表
は
こ
の
主
張
に
封
し
次
の
よ
う
な
言
葉
で
反
勤
し
た
。

即
ち
「
英
米
の
代
表
は
こ
こ
で
支
持
し
よ
う
と
す
る
原
則
に
、
常
に
從
う
か
否

か
を
わ
れ
わ
れ
は
伺
い
た
い
。
北
米
に
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ト
河
（
oo
讐
β
昏
”
午

お
暮
）
が
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
河
の
制
度

に
は
非
河
岸
國
が
参
加
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ナ
ウ
と
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ

ン
ト
河
と
の
二
つ
は
何
故
に
異
つ
た
方
法
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。

　
し
か
し
、
一
九
四
六
年
二
一
月
五
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
モ
ロ
ト
フ
は
華
和

條
約
に
ド
ナ
ウ
の
自
由
航
行
の
條
項
を
挿
入
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
米
英
の

代
表
は
こ
の
形
式
を
認
め
た
。
し
か
し
、
ド
ナ
ウ
の
新
法
律
制
度
を
作
成
す
る

た
め
に
特
別
な
國
際
會
議
が
開
か
る
べ
き
こ
と
の
了
解
が
成
立
し
た
。

　
一
九
四
六
年
一
二
月
一
二
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
か
れ
た
外
相
會
議
は
こ

の
會
議
の
開
催
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
こ
の
會
議
は
一
九
四
八
年
七
月
三
〇
日

に
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
で
開
會
さ
れ
、
同
年
八
月
一
八
日
に
、
そ
こ
で
作
成
せ
ら
れ



た
條
約
が
調
印
せ
ら
れ
た
日
に
終
つ
た
。

三
、
一
九
四
へ
年
の
協
約
の
起
草

イ
、
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
の
構
成

　
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
は
一
九
四
八
年
七
月
か
ら
八
月
に
亙
つ
て
開
か
れ
た
。

こ
の
會
議
に
は
河
岸
國
と
非
河
岸
國
が
出
席
し
た
。
即
ち
、
河
岸
國
は
ド
不
ツ

を
除
く
全
部
で
あ
つ
て
、
ソ
連
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ

イ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
チ
ェ
ヅ
コ
ー
・
ス
・
ヅ
ァ
キ
ア
及
び
ユ
ー
ゴ
；
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
こ
の
會
議
に
獲
言
椹
（
＜
o
嘗
8
房
巳
富
菖
く
Φ
）

を
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
七
月
三
一
日
の
第
二
會
期
か
ら
議
決
権

（
＜
o
訂
急
一
号
身
無
オ
o
）
を
要
求
し
た
が
、
．
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
職
雫
中
敵
國

で
あ
つ
た
こ
と
、
ま
だ
李
和
條
約
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

ソ
連
の
代
表
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
イ
（
＜
8
獣
霧
厭
）
は
こ
れ
に
猛
烈
に
反
封
し
、

結
局
議
決
穰
を
與
え
ら
れ
な
か
つ
た
。
ド
イ
ッ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
會
議
へ
の

参
加
は
考
慮
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
ド
イ
ッ
の
國
際
的
地
位
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

　
非
河
岸
國
で
こ
の
會
議
に
代
表
者
を
邊
つ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
及

び
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
英
佛
は
久
し
き
に
亙
つ
て
ド
ナ
ウ
に
脛
濟
的
利
釜
を
も

つ
て
い
る
。
こ
の
爾
國
は
一
八
五
六
年
の
パ
リ
ー
條
約
及
ぴ
一
九
吋
二
年
の
協

約
に
も
参
加
し
て
い
る
。
殊
に
イ
ギ
リ
ス
は
ド
ナ
ウ
河
岸
諸
國
と
の
貿
易
を
搬

大
し
よ
う
と
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
ア
メ
リ
カ
は
ド
ナ
ウ

會
議
に
初
め
て
参
加
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
参
加
は
、
本
質
的
に
は

政
治
的
理
由
に
よ
6
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
ド
イ
ッ
に
驕
す
る
ド
ナ
ウ
の
流
域

の
占
領
者
で
あ
る
と
い
う
性
格
と
は
濁
立
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ソ
大
統
領
が
ポ
ツ

ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

ダ
ム
の
宣
言
で
示
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
ド
ナ
ウ
河
に
國
際
政
治
的
な
要

素
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
ア
メ
リ
カ
は
中
央
ヨ
ー
・
ヅ
パ
に
お
け
る
勢

力
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
希
望
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
英
佛
と
異
ら
な
い
。

口
、
會
議
の
審
議
方
法

　
一
九
四
八
年
八
丹
四
日
の
総
會
で
、
こ
の
會
議
の
問
題
を
採
揮
し
た
。
そ
れ

に
ょ
る
と
、
議
長
は
こ
の
會
議
に
代
表
者
を
出
し
て
い
る
國
で
、
議
決
権
を
も

つ
國
の
主
席
代
表
者
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ヅ
ト
順
で
、
順
番
に
な
る
こ
と
に
な
つ
て

い
る
。
議
長
の
職
務
は
一
日
で
あ
る
（
第
二
條
）
。
會
議
の
公
用
語
は
佛
・
露
の

二
國
語
で
あ
る
。
事
務
用
語
は
、
佛
・
露
及
び
英
の
三
力
國
語
で
あ
る
。
　
（
第

｝
○
條
）
。

　
各
國
の
代
表
は
一
個
の
議
決
罐
を
も
つ
（
第
二
三
條
）
。
必
要
な
定
員
歎
は
會

議
に
滲
加
し
、
議
決
灌
を
も
つ
代
表
者
の
輩
純
な
多
敷
で
あ
る
（
第
一
四
條
）
。

賛
否
同
敷
の
場
合
は
そ
の
議
案
は
否
決
せ
ら
れ
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
。

ハ
、
會
議
の
櫓
限
の
範
園

　
ベ
ル
ダ
ラ
ー
ド
會
議
の
當
初
か
ら
、
こ
の
會
議
は
一
九
二
一
年
の
條
約
を
白

紙
と
し
て
新
し
く
ド
ナ
ウ
の
法
的
制
度
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と

も
そ
う
で
な
く
、
一
九
二
一
年
の
條
約
は
依
然
と
し
て
敷
力
を
持
績
す
る
か
に

つ
い
て
の
問
題
が
生
じ
た
。
ソ
蓮
並
び
に
河
岸
國
は
一
九
一
二
年
の
條
約
は
ペ

ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
開
會
の
時
か
ら
敷
力
が
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
ソ

蓮
は
一
九
噌
二
年
の
協
約
と
は
完
全
に
猫
立
し
た
新
條
約
案
を
提
出
し
た
。
こ

れ
に
反
し
、
西
部
三
國
は
一
九
二
一
年
の
協
約
は
常
に
敷
力
が
あ
る
と
主
張
し

た
。
こ
れ
等
三
國
は
一
九
二
一
年
の
基
本
原
則
が
維
持
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一

九
一
二
年
の
條
約
の
修
正
に
同
意
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
二
個
の
意
見
が
い
か
に
峻
嚴
に
封
立
し
た
か
は
一
九
四
八
年
七
月
三
一
日

四
五
　
　
（
六
〇
五
）



ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

に
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
イ
が
西
部
三
國
の
代
表
に
述
べ
た
言
葉
を
見
て
も
解
る
。
印

ち
「
門
戸
は
開
か
れ
て
い
る
、
入
る
た
め
に
も
、
出
る
た
め
に
も
」
と
。

　
ソ
蓮
並
び
に
河
岸
國
の
主
張
は
、
一
九
一
二
年
の
協
約
は
、
少
く
と
も
三
個

の
理
由
で
潰
滅
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
は
、
失
敷
、
駿
棄
及
び

更
改
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
一
九
二
一
年
の
協
約
は
「
事
情
鍵
更
の
原
則
」
の
適
用
に
よ
つ
て

失
敷
し
た
。
チ
嘱
ッ
コ
ー
・
ス
ロ
ヅ
ァ
キ
ア
の
代
表
は
、
一
九
二
一
年
以
來
ド

ナ
ウ
地
域
の
政
治
的
並
び
に
経
濟
的
構
造
が
根
本
的
に
修
正
せ
ら
れ
た
こ
と
を

主
張
し
た
。

　
第
二
に
、
一
九
二
一
年
の
協
約
は
、
そ
の
締
約
國
が
條
約
原
文
に
加
え
た
修

正
の
結
果
駿
棄
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
修
正
と
い
う
の
は
、
一
九

三
八
年
八
月
一
八
日
の
シ
ナ
イ
ア
協
定
、
一
九
三
九
年
三
月
一
日
の
ブ
カ
レ
ス

ト
議
定
書
及
び
一
九
四
八
年
に
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
が
開
か
れ
た
と
い
う
事
實

で
郎
る
。
こ
れ
等
の
異
つ
た
事
惰
の
下
に
用
い
ら
れ
た
手
綾
は
、
一
九
一
二
年

の
協
約
の
敷
力
を
特
績
す
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。
協
約
の
第
四
二
條
は
、
こ

の
協
約
は
署
名
國
の
三
分
の
二
の
同
意
が
な
け
れ
ば
修
正
し
得
な
い
こ
と
を
規

定
す
る
。
一
九
二
一
年
の
協
約
は
二
一
力
國
が
調
印
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
等

の
中
の
少
く
と
も
、
八
力
國
が
同
意
し
な
け
れ
ば
修
正
で
き
な
い
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
シ
ナ
イ
ア
協
定
は
ル
ー
マ
ニ
ア
に
ド
ナ
ウ
河
ヨ
ー
・
ヅ
パ
委
員

會
の
灌
限
の
大
部
分
を
移
譲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
英
・
佛
．
ル
ー
マ
ニ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ

三
國
間
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
一
九
三
九
年
三
月
一
日
の
ブ
カ
レ
ス
ト
議
定
書

は
、
シ
ナ
イ
ア
協
定
の
三
力
國
に
濁
・
伊
を
加
え
た
五
力
國
間
に
結
ば
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ラ
ー
戸
會
議
に
お
け
る
ソ
連
代
表
は
、
シ
ナ
イ
ア
協
定
及

び
ブ
カ
レ
ス
ト
議
定
書
は
一
九
二
一
年
の
協
約
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
同

四
山
ハ
　
　
　
（
山
ハ
○
山
ハ
）

協
約
第
四
二
條
の
様
式
に
從
つ
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
西
方
三
大
國
も
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
が
一
九
一
二
年
の
協
約
第
四
二
條
の
規

定
に
い
う
之
こ
ろ
の
條
約
の
修
正
手
綾
の
外
で
開
か
れ
た
こ
と
で
一
九
二
一
年

の
條
約
の
慶
止
は
認
め
た
。
第
四
二
條
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
修
正
會
議
開
催
の

提
案
は
署
名
國
の
三
分
の
二
が
行
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
ま
た
、
署
名
國
0

全
部
の
参
加
が
招
請
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
代
表
は
、
こ
の
鮎

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
犀
述
べ
て
い
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
一
九
一
二
年
の
制
度

の
修
正
の
た
め
に
こ
の
會
議
に
出
席
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
實
際
上
一
九
ご

一
年
の
制
度
で
定
め
ら
れ
た
手
績
は
守
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
會

議
は
、
新
し
い
、
か
つ
完
全
に
濁
立
し
た
ド
ナ
ウ
の
制
度
の
確
立
を
目
的
と
す

る
新
會
議
を
豫
見
し
た
、
一
九
四
六
年
一
二
月
一
二
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
四
國

外
相
會
議
の
決
議
に
從
い
、
召
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
。

　
第
三
に
、
一
九
二
一
年
の
協
約
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
（
第
三
四
條
）
、
　
ル
ー
マ
ニ

ア
（
第
三
六
條
）
、
　
ハ
ン
ガ
リ
イ
（
第
三
八
條
）
等
と
の
弔
和
條
約
に
挿
入
せ

ら
れ
た
ド
ナ
ウ
の
制
度
に
關
す
る
新
規
定
の
事
蜜
に
よ
り
、
更
改
せ
ら
れ
た
こ

と
を
ソ
蓮
代
表
は
主
張
し
た
。
ご
れ
等
の
規
定
は
航
行
の
自
由
を
規
定
す
る
。

そ
れ
故
に
、
そ
れ
等
は
一
九
二
一
年
の
協
約
第
一
條
と
同
様
な
目
的
を
も
つ
て

い
る
。
・
し
か
し
、
ソ
蓮
代
表
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
前
掲
李
和
條
約
の
ド

ナ
ウ
條
項
は
一
九
二
一
年
の
協
約
の
第
一
條
、
從
つ
て
全
協
約
の
更
改
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
。
印
ち
ヅ
ィ
シ
ソ
ス
キ
イ
に
よ
れ
ぼ
、
　
「
こ
の
條
文
な
し
に

は
、
一
九
一
二
年
の
協
約
は
そ
の
意
義
を
失
う
、
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
他
の
規

定
は
第
一
條
の
規
定
の
護
展
と
實
際
的
適
用
と
原
則
に
關
す
る
技
術
に
外
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　
西
方
三
國
は
こ
れ
等
の
三
個
の
主
張
の
各
々
の
贋
値
に
つ
い
て
孚
つ
た
。



　
先
ず
第
一
に
、
一
九
一
二
年
の
協
約
は
事
情
攣
更
の
厚
則
の
適
用
に
よ
つ
て

失
敷
し
た
と
考
え
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
の
論
振
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
鮎

を
學
げ
た
。
即
ち
、
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ソ
L
（
O
富
巳
霧
閃
o
q
霧
＄
目
）
教
授
に

よ
れ
ば
、
　
「
事
情
攣
更
の
原
則
は
條
約
の
一
方
的
慶
葉
の
権
限
を
與
え
る
も
の

で
は
な
く
て
、
締
結
國
が
事
情
の
墜
更
を
詮
明
す
る
た
め
の
協
定
、
或
い
は
こ

の
合
意
の
な
い
と
き
は
、
仲
裁
的
或
か
は
司
法
的
決
定
を
必
要
と
す
る
。
こ
の

鮎
に
關
す
る
主
な
る
先
例
は
、
黒
海
の
中
立
化
に
關
す
る
一
八
五
六
年
三
月
三

〇
日
の
パ
リ
ー
條
約
の
第
一
一
、
＝
二
及
び
一
四
條
を
一
七
八
O
年
一
〇
月
三

一
日
に
冒
シ
ア
が
塵
棄
し
た
こ
と
に
績
く
、
一
八
七
一
年
一
月
一
七
日
の
ロ
ツ

ド
ソ
議
定
書
に
よ
つ
て
興
え
ら
れ
て
い
る
」
と
。
一
七
八
一
年
一
月
一
七
日
の

・
ソ
ド
シ
議
定
書
は
、
ロ
シ
ア
の
態
度
に
反
封
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
　
「
い
か
な
る
締
約
國
も
、
友
好
的
な
了
解
の
方
法
に
よ
る
締
約
國
の
同
意

に
よ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
條
約
の
拘
束
を
免
れ
、
或
い
は
條
約
の
規
定
を
修
正

し
得
な
い
こ
と
が
國
際
法
の
重
要
な
原
則
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
」
と
。
・

ソ
ド
ソ
議
定
書
で
高
調
せ
ら
れ
て
い
る
規
則
が
、
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
で
は
、

西
方
諸
國
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
た
。

　
第
二
に
、
シ
ナ
イ
ア
及
び
ブ
カ
レ
ス
ト
協
定
の
結
論
並
び
に
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド

會
議
の
召
集
等
の
從
つ
た
手
練
の
結
果
と
し
て
一
九
二
一
年
の
協
約
の
規
定
は

塵
棄
せ
ら
れ
た
と
の
主
張
に
封
し
て
は
、
西
方
諸
國
は
、
修
正
手
績
に
關
す
る

一
九
一
二
年
の
協
約
は
こ
れ
等
の
會
議
で
よ
く
守
ち
れ
た
、
と
答
え
た
。

　
一
九
一
二
年
の
協
約
第
四
二
條
は
、
そ
の
協
約
の
修
正
に
關
す
る
も
の
で
あ

る
、
印
ち
、
一
九
二
一
年
の
協
約
に
よ
つ
て
設
定
せ
ら
れ
た
一
般
的
規
律
の
修

正
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
シ
ナ
イ
ア
協
定
は
一
九
一
二
年
の
協
約
の
一
般
脛

濟
を
修
正
し
た
の
で
は
な
い
。
一
九
一
二
年
の
協
約
で
創
設
せ
ら
れ
た
組
織
、

ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

印
ち
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
委
員
會
の
能
力
の
制
限
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
一
九
二
一
年
の
協
約
第
七
條
は
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
委
員
會
の
樒
能
は
、
委

員
會
に
代
表
せ
ら
れ
た
諸
國
の
聞
で
締
結
さ
れ
る
國
際
協
定
の
敷
果
に
よ
つ
て

の
み
終
止
し
得
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
條
文
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
會
の
構

成
國
に
こ
の
組
織
鎧
の
権
限
の
展
止
や
停
止
の
能
力
を
輿
え
た
の
で
あ
る
。
ヨ

ー
・
ヅ
パ
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
が
シ
ナ
イ
ア
會
議
に
滲
加
し

な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
三
九
年
三
月
一
日
に
ブ
カ
レ
ス
ト
協
定
が
調
印

せ
ら
れ
た
と
き
に
、
、
そ
の
協
定
に
加
盟
し
た
。
加
う
る
に
、
イ
タ
リ
ア
は
一
九

四
七
年
二
月
一
〇
日
に
パ
リ
ー
で
調
印
ぜ
ら
れ
た
奉
和
條
約
で
、
バ
ル
カ
ン
に

關
す
る
絡
て
の
協
定
や
議
定
書
の
有
敷
性
を
承
認
し
た
。

　
西
方
諸
國
に
よ
れ
ぼ
、
一
九
一
二
年
の
條
約
の
第
七
條
並
び
に
第
四
二
條
の

適
用
は
、
條
約
の
解
羅
に
お
い
て
は
、
特
別
法
は
一
般
怯
に
優
る
と
い
、
）
原
測

の
適
用
で
読
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
西
方
諸
國
は
、
ペ
ル
グ
ラ

ー
ド
會
議
が
召
集
せ
ら
れ
た
方
法
は
、
一
九
一
コ
年
の
協
約
第
二
條
と
完
全
に

一
致
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
西
方
諸
國
は
一
九
二
一
年
の
協
約
は
準
和
條
約
中
の
ド
ナ
ウ
條
項

で
更
改
の
目
的
と
な
つ
た
こ
と
を
孚
つ
た
。
彼
等
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
九

四
六
年
に
パ
リ
ー
で
開
か
れ
た
李
和
會
議
は
ド
ナ
ウ
の
國
際
制
度
の
完
全
な
改

造
を
行
う
資
格
を
與
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
及
び
一
九
一
二
年

の
協
約
の
多
数
の
調
印
國
は
元
の
福
軸
の
衛
星
國
と
結
ば
れ
た
協
約
の
當
事
國

で
は
な
い
ρ
も
と
よ
り
、
こ
れ
等
の
條
約
作
成
の
時
は
、
一
九
二
一
年
の
條
約

は
敷
力
を
持
綾
す
る
と
考
え
た
。
一
九
四
六
年
九
月
三
〇
日
の
バ
ル
カ
ソ
委
員

會
の
席
上
で
ア
ル
フ
ァ
ン
氏
（
竃
。
餌
な
げ
窪
q
）
は
、
　
「
一
九
四
〇
年
に
ド
イ

ツ
に
よ
つ
て
一
方
的
に
慶
棄
せ
ら
れ
た
一
九
一
二
年
の
制
度
は
、
そ
の
規
定
の

四
七
　
　
（
六
〇
七
）



ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

法
律
的
修
正
を
除
い
て
、
そ
の
法
的
贋
値
を
保
つ
」
と
言
つ
た
。

　
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
に
當
つ
て
、
西
方
諸
國
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
、
李
和
條

約
の
ド
ナ
ウ
條
項
は
、
河
岸
國
の
滑
岸
貿
易
が
規
定
さ
れ
た
黙
を
除
い
て
は
、

一
九
二
一
年
に
定
め
ら
れ
た
國
際
化
の
原
則
を
そ
の
ま
ま
、
恥
純
に
確
認
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
ピ
ー
ク
（
唱
o
接
o
）
は
、
　
「
私
は
一
九
一
二
年
の
協
約
の

第
一
條
と
、
こ
れ
に
封
鷹
す
る
ギ
和
條
約
の
規
定
を
讃
ん
だ
。
第
一
條
は
、
言

　
　
し
　
　
ち

葉
は
よ
り
詳
細
で
あ
る
が
、
亭
和
條
約
で
定
め
ら
れ
た
原
則
の
軍
な
る
確
認
の

よ
・
）
で
あ
る
。
二
個
の
表
現
の
内
容
と
な
つ
て
い
る
原
則
は
同
一
で
あ
る
。
一

方
を
他
方
に
置
き
替
え
る
問
題
し
か
漆
い
。
平
和
條
約
は
協
約
の
第
一
條
を
確

認
す
る
も
の
で
、
こ
の
確
認
は
何
の
偏
見
も
交
え
な
い
」
と
。

　
西
方
諸
國
は
、
一
九
二
一
年
の
協
約
の
調
印
國
の
明
示
的
な
同
意
に
よ
つ
て

の
み
塵
棄
を
な
し
得
る
と
結
論
し
た
。
ま
た
、
實
定
國
際
法
に
從
え
ば
、
集
團

條
約
の
塵
棄
或
い
は
修
正
は
全
締
約
國
の
同
意
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張

し
た
。
イ
ギ
リ
ス
代
表
は
、
一
九
二
一
年
の
協
約
が
敷
力
を
持
績
す
る
か
否
か

の
問
題
は
、
國
際
司
法
裁
判
所
に
よ
つ
て
解
決
さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
提
案
し

た
。
し
か
し
、
ソ
蓮
の
代
表
は
こ
の
提
案
に
封
し
て
雫
つ
た
，
。
ヴ
ィ
シ
ソ
ス
キ

ー
は
國
際
司
法
裁
判
所
に
諮
間
的
な
意
見
を
求
め
る
の
は
國
際
蓮
合
憲
章
第
九

六
條
に
規
定
す
る
條
件
の
場
合
、
印
ち
、
國
際
蓮
合
の
機
關
、
殊
に
総
會
及
び

安
全
保
障
理
事
會
に
よ
つ
て
の
み
求
め
得
る
と
主
張
し
た
。

　
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
は
ソ
蓮
の
立
場
ぞ
採
揮
し
た
。
一
九
四
八
年
八
月
一
八

日
に
ソ
蓮
の
條
約
案
が
河
岸
國
七
代
表
に
よ
つ
て
そ
の
ま
ま
探
揮
せ
ら
れ
た
。

英
、
佛
の
代
表
は
投
票
を
棄
灌
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
代
表
は
反
封
投
票
を
し

た
。
一
九
四
八
年
八
月
一
八
日
の
協
約
の
附
屍
議
定
書
は
「
ド
ナ
ウ
の
航
行
に

四
八
　
　
（
六
〇
八
）

關
し
て
從
前
適
胴
せ
ら
れ
た
制
度
、
並
ぴ
に
こ
の
制
度
の
設
定
を
前
提
と
す
る

諸
文
書
、
殊
に
一
九
一
二
年
七
月
二
三
日
に
パ
リ
ー
で
調
印
せ
ら
れ
た
協
約

は
、
も
は
や
敷
力
を
有
し
な
い
」
と
規
定
す
る
。

四
、
一
九
四
八
年
八
月
一
八
日
の
協
約
の
内
容

　
一
九
四
八
年
の
協
約
は
殆
ん
ど
ソ
連
代
表
の
提
出
し
た
草
案
の
再
生
で
あ
つ

て
、
そ
の
草
案
が
討
議
の
基
礎
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
協
約
の
基
礎
を

成
す
原
則
は
一
九
二
一
年
の
協
約
の
そ
れ
と
は
相
反
す
る
。
こ
の
協
約
は
ド
ナ

ウ
は
河
岸
國
の
み
な
ら
ず
非
河
岸
國
を
も
含
む
と
こ
ろ
の
國
際
團
騰
に
属
す
る

國
際
水
路
で
あ
る
と
の
観
念
を
否
定
す
る
。
一
九
四
八
年
の
協
約
は
、
非
河
岸

國
の
航
行
の
自
由
を
規
定
す
る
が
、
ド
ナ
ウ
は
地
方
的
な
法
秩
序
に
せ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
新
協
約
は
ド
ナ
ウ
を
河
岸
國
の
主
槽
下
に
、
も
つ
と
正
確
に

言
え
ば
、
ド
ナ
ウ
地
方
の
人
民
の
主
椹
の
下
に
置
い
て
い
る
。
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ

ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
協
約
は
國
家
主
権
及
び
ド
ナ
ゥ
地
方
の
人
民
の
魚
重
に
基

礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
馳
に
つ
い
て
ル
ー
マ
ニ
ア
代
表
は
「
河
岸
國
の

人
民
、
そ
し
て
河
岸
國
の
人
民
の
み
が
彼
等
固
有
の
河
川
の
主
人
と
な
る
灌
利

を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

　
國
際
化
制
度
の
否
認
は
、
規
範
的
及
び
制
度
的
の
二
つ
の
観
黙
に
表
現
せ
ら

れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ペ

イ
、
協
約
の
原
則

　
規
範
的
な
観
黙
、
印
ち
、
規
則
適
用
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
四
八
年
の

協
約
は
河
岸
國
及
び
非
河
岸
國
、
こ
の
協
約
の
調
印
國
と
非
調
印
國
の
総
て
の

利
釜
の
た
め
に
、
航
行
の
自
由
を
明
示
的
に
規
定
す
る
。
第
一
條
は
「
ド
ナ
ウ

河
の
航
行
ぽ
自
由
で
あ
り
、
総
て
の
國
の
國
民
、
商
船
及
び
貨
物
に
開
放
せ
ら



れ
る
と
規
定
す
る
。
し
か
し
、
航
行
の
自
由
は
、
一
九
二
一
年
の
協
約
に
よ
つ

て
創
設
せ
ら
れ
た
國
際
化
の
そ
れ
と
、
は
、
そ
の
意
義
、
範
園
及
び
内
容
が
異
つ

て
い
る
。
こ
の
紬
に
つ
い
て
、
會
議
中
に
ヴ
ィ
シ
ン
ス
ギ
1
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
印
ち
「
ド
ナ
ウ
の
航
行
制
度
に
關
す
る
協
約
草
案
の
第
一
條
に
定

め
ら
れ
て
い
る
航
行
の
自
由
は
、
笥
九
一
二
年
の
協
約
の
こ
れ
に
封
鷹
す
る
條

文
の
規
定
と
は
本
質
的
に
異
つ
て
い
る
。
私
は
本
會
議
に
ド
ナ
ウ
協
約
の
新
草

案
を
提
出
す
る
に
當
り
、
ソ
蓮
の
基
本
的
な
前
提
に
つ
い
て
疑
問
を
残
さ
な
い

た
め
に
、
こ
の
事
實
に
つ
い
て
會
議
の
注
意
を
促
す
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
」

と
。
西
方
諸
國
は
、
航
行
の
自
由
は
、
一
九
二
一
年
の
そ
れ
と
同
檬
に
、
ド
ナ

ウ
は
國
際
的
な
水
路
を
成
し
、
從
つ
て
、
河
岸
國
は
何
等
の
特
灌
を
も
な
た
い

と
の
観
念
か
ら
の
必
然
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
從
つ
て
、
彼
等
は
輔
九

二
一
年
の
協
約
の
第
一
條
と
同
檬
な
李
等
待
遇
を
要
求
し
た
。

　
一
九
四
八
年
八
月
五
日
の
會
議
に
英
國
代
表
は
一
九
一
二
年
の
協
約
の
公
式

を
再
現
し
た
も
の
を
提
案
し
た
が
、
こ
の
提
案
は
退
け
ら
れ
た
。
一
九
四
八
年

の
協
約
は
、
航
行
の
自
由
は
河
岸
國
が
自
由
意
思
で
同
意
し
た
犠
牲
に
外
な
ら

な
い
と
の
観
念
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
、
河
岸
國
の
主
纏
と
調
和

し
得
る
よ
う
な
方
法
に
お
い
て
存
在
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
、
一
九
四

八
年
の
協
約
の
第
一
條
及
び
第
二
六
、
四
〇
及
び
四
一
條
が
、
各
國
の
李
等
を
入

港
税
・
衛
生
規
則
に
つ
い
て
明
示
的
に
規
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
所
以
で
あ
る
。

　
一
九
四
八
年
の
協
約
で
は
、
航
行
の
自
由
は
、
河
岸
國
の
主
権
の
否
認
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
適
用
の
範
園
は
一
九
一
＝
年
の
協
約
の
與
え
る
よ

り
も
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
第
二
條
に
お
い
て
は
、
國
際
化
せ
ら
れ
た
水

路
を
定
義
し
、
そ
れ
に
よ
る
と
ウ
ル
ム
か
ら
黒
海
に
至
る
ま
で
の
航
行
可
能
の

主
動
脈
の
み
な
ら
ず
、
支
流
や
運
河
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
九
二
一
年
の
協
約

ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

は
ラ
イ
ン
と
ド
ナ
ウ
を
結
ぶ
大
蓮
河
の
建
設
を
中
央
ヨ
ー
・
ヅ
パ
諸
國
に
課
す

こ
と
が
規
定
ざ
れ
て
い
る
。

　
八
凋
五
日
の
會
議
で
、
英
國
代
表
は
こ
の
協
約
に
、
一
九
二
一
年
の
協
約
で

規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
河
川
の
総
て
の
河
口
を
含
む
と
こ
ろ
の
國
際
化
さ
る

べ
き
河
川
の
水
路
の
定
義
を
挿
入
す
る
」
と
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
河
岸

國
は
、
こ
の
よ
う
に
ド
ナ
ウ
を
擾
大
す
る
考
え
方
に
反
封
し
た
。
彼
等
は
そ
れ

は
、
彼
等
の
領
域
へ
の
侵
入
で
あ
り
、
主
樒
の
侵
害
で
あ
る
ど
し
て
反
封
し

た
。
第
二
條
は
「
こ
の
條
約
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
制
度
は
、
ウ
ル
ム
か
ら
ス
ー

リ
ナ
（
ω
o
巳
貯
”
）
蓮
河
に
よ
る
海
へ
の
出
口
と
と
も
に
、
ス
ー
リ
ナ
の
支
流

に
沿
つ
て
黒
海
に
至
る
ド
ナ
ウ
河
の
航
行
可
能
の
部
分
に
適
用
さ
れ
る
」
と
規

定
す
る
。
航
行
の
自
由
は
支
流
や
側
面
の
蓮
河
に
は
擶
張
さ
れ
な
い
。
航
行
の

自
由
は
一
九
一
二
年
の
協
約
に
よ
り
制
限
さ
れ
た
適
用
範
團
を
も
つ
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
内
容
も
創
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
協
約
は
ド
ナ
ウ
で
行
い
得
る
活
動

を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
五
條
は
楡
邊
の
自
由
を
規
定
す
る
が
、
溜

岸
航
行
は
除
外
し
て
い
る
。
西
方
諸
國
は
】
二
年
の
協
約
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

の
漕
岸
航
行
の
自
由
を
要
求
し
た
が
無
駄
で
あ
つ
た
。
輔
二
年
0
協
約
第
こ
こ

條
は
河
岸
國
に
定
期
的
な
小
航
行
、
鄙
ち
、
旅
客
及
び
貨
物
を
同
一
國
の
港
か

ら
他
の
港
へ
、
地
方
的
、
定
期
的
に
楡
邊
す
る
こ
と
を
河
岸
國
に
の
み
認
め
た

に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
一
二
年
の
協
約
は
ド
ナ
ウ
を
軍
艦
が
周
航
す
る
こ
と
に
制
限
を
加
え
て
な
い

が
、
こ
の
協
約
は
「
非
河
岸
國
の
総
て
の
軍
艦
に
野
し
、
ド
ナ
ウ
の
航
行
を
禁

止
す
る
。
河
岸
國
の
軍
艦
も
ド
ナ
ウ
の
利
害
關
係
國
の
友
好
的
な
事
前
の
了
解

あ
る
場
合
の
外
は
、
國
境
を
越
え
て
ド
ナ
ウ
を
航
行
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

る
」
。

四
九
　
　
　
（
山
ハ
〇
九
）



ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

口
、
こ
れ
等
の
原
則
の
適
用

　
一
九
四
八
年
の
協
約
が
國
際
化
の
制
度
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
箪
に
規

範
的
な
観
黙
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
制
度
的
な
齪
馳
か
ら
も
現
わ
れ
て
い
る
。
一

九
一
二
年
に
定
め
ら
れ
て
い
る
概
念
と
異
り
、
航
行
の
自
由
は
異
っ
た
組
織
を

も
つ
て
い
る
。
國
際
管
理
の
手
綾
は
、
西
方
諸
國
は
そ
の
實
現
を
要
求
し
た

が
、
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
で
は
拒
否
せ
ら
れ
た
。
こ
の
協
約
は
、
ド
ナ
ウ
の
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

理
に
つ
い
て
は
國
家
的
性
質
を
採
用
し
て
い
る
。
各
國
が
自
國
の
領
域
を
流
れ

或
い
は
自
國
の
領
域
に
接
す
る
河
川
の
部
分
に
つ
い
て
管
理
す
る
の
で
あ
る
。

　
國
際
機
關
と
し
て
は
ド
ナ
ウ
委
員
會
が
設
定
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
、
こ
の
機
構

は
一
九
二
一
年
の
協
約
で
設
立
せ
ら
れ
た
二
個
の
委
員
會
と
は
、
そ
の
構
成
、

職
能
及
び
能
力
に
お
い
て
非
常
に
異
つ
て
い
る
。
ド
ナ
ウ
委
員
會
（
■
曽

O
o
ヨ
ヨ
勘
の
蝕
9
身
U
き
g
冨
）
は
一
九
哨
二
年
の
委
員
會
の
よ
う
に
混
合
的

な
構
成
で
は
な
い
。
一
二
年
の
條
約
に
よ
る
委
員
會
は
河
岸
國
と
非
河
岸
國

（
英
・
佛
・
伊
）
の
代
表
者
で
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
ナ
ウ
委
員
會
は
河
岸

國
の
代
表
者
だ
け
で
構
成
せ
ら
れ
る
（
第
五
條
）
。

　
オ
ー
ス
ト
琵
ア
は
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
協
約
に
調
印
す
る
た
め
に
招
請
せ
ら
れ
な

か
つ
た
が
、
こ
の
協
約
の
第
一
附
周
書
は
、
オ
ー
ス
、
ト
リ
ア
の
李
和
條
約
の
間

題
が
解
決
せ
ら
れ
れ
ば
、
委
員
會
に
参
加
が
許
さ
れ
る
こ
之
を
規
定
す
る
。
と

の
協
約
も
附
驕
書
も
ド
イ
ッ
に
關
し
て
は
何
も
規
定
し
な
い
。

　
ド
ナ
ウ
委
員
會
は
、
こ
の
委
員
會
に
代
表
者
を
出
し
て
い
る
國
と
は
濁
立
し

て
、
そ
の
職
能
を
行
う
。
そ
の
所
在
地
は
ガ
ラ
ッ
ツ
（
O
巴
暮
N
）
で
あ
る
（
第

コ
ニ
條
）
。
委
員
會
は
委
員
中
か
ら
三
年
の
任
期
で
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び

書
記
長
を
選
任
す
る
（
第
六
條
）
。
委
員
會
は
、
そ
の
曾
議
の
期
間
を
定
め
、
内

部
規
則
を
定
め
る
（
第
七
條
）
。

五
〇
　
　
　
（
山
ハ
｝
O
）

　
委
員
會
は
任
務
を
途
行
す
る
た
め
に
事
務
局
及
び
必
要
な
諸
部
課
を
設
け
、

そ
の
職
員
は
ド
ナ
ウ
河
岸
國
の
市
民
中
か
ら
募
集
す
る
（
第
九
條
）
。
委
員
會

の
委
員
及
び
委
員
會
に
よ
り
委
任
せ
ら
れ
た
職
員
は
、
外
交
官
の
特
灌
を
有
す

る
。
委
員
會
に
驕
す
る
地
方
官
聴
並
び
に
凡
ゆ
る
種
類
の
交
書
及
び
記
録
は
不

可
侵
で
’
あ
る
（
第
一
山
ハ
條
）
。

　
委
員
會
は
自
治
的
な
豫
算
を
も
つ
（
第
一
〇
條
）
。
　
委
員
會
が
職
務
を
行
う

た
め
に
必
要
な
経
費
は
、
各
國
同
額
の
割
合
で
、
年
金
の
方
法
で
河
岸
國
が
負

捲
す
る
。
航
行
條
件
を
確
保
し
又
は
改
良
す
る
た
め
に
實
施
さ
れ
る
特
別
の
事

業
の
費
用
に
あ
て
る
た
め
に
、
委
員
會
は
特
別
料
金
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
第
｝
O
條
）
。

　
委
員
會
の
決
議
は
、
こ
の
條
約
に
定
め
る
特
別
な
場
合
（
第
H
O
、
一
二
及

び
ニ
ニ
條
）
を
除
く
外
は
、
全
委
員
の
多
敷
決
で
行
わ
れ
る
。
委
員
會
の
定
員

は
五
名
で
あ
る
（
第
一
一
條
）
。

　
二
一
年
の
協
約
と
同
檬
に
、
こ
の
協
約
で
も
河
岸
國
は
委
員
會
並
び
に
そ
の

職
員
及
び
雇
用
者
が
任
務
を
途
行
す
る
に
必
要
な
協
力
を
與
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
を
規
定
す
る
（
第
輔
九
條
）
。
　
委
員
會
の
職
員
及
び
雇
用
者
は
、
そ
の
公
務

の
實
施
に
際
し
て
、
領
域
権
を
魚
重
す
る
と
い
う
條
件
で
、
委
員
會
の
管
轄
の

範
園
内
に
お
け
る
河
上
及
び
港
内
を
目
由
に
巡
航
す
る
穂
利
が
あ
る
（
第
帰
九

條
）
。
　
し
か
し
、
一
二
年
の
委
員
會
と
異
り
、
こ
の
委
員
會
は
抜
術
的
な
サ
，
ー

ビ
ス
、
航
行
の
サ
ー
ビ
ス
、
課
税
の
適
合
性
や
登
録
の
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
能
力

を
も
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
能
力
の
減
退
は
、
こ
の
委
員
が
二
一
年
の
委
員
會

よ
り
も
規
模
が
小
さ
い
こ
と
に
よ
る
の
謄
あ
る
。
一
コ
年
の
委
員
會
は
、
程
度

の
差
は
あ
る
が
、
「
河
の
ド
ナ
ウ
」
と
「
海
の
ド
ナ
ウ
」
の
國
際
委
員
會
及
び

ヨ
ー
・
ッ
パ
委
員
會
に
立
法
・
司
法
及
び
行
政
の
能
力
を
與
え
て
い
る
が
、



こ
の
協
約
で
は
二
れ
等
の
能
力
を
河
岸
國
に
與
え
て
い
る
。

　
立
法
罹
に
つ
い
て
は
、
二
一
年
の
條
約
で
は
、
二
個
の
委
員
會
が
各
々
そ
の

匿
分
に
つ
い
て
、
航
行
規
則
の
制
定
濯
を
も
つ
て
い
る
。
、
「
河
の
ド
ナ
ウ
」
に

つ
い
て
は
國
際
委
員
會
が
河
岸
國
の
提
案
に
刺
戟
さ
れ
て
行
い
、
「
海
の
ド
ナ

ウ
」
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
・
ジ
パ
委
員
會
が
自
分
の
稜
案
で
行
動
す
る
ρ
こ
の
二

個
の
場
合
に
、
決
定
権
は
國
際
機
構
に
馬
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
こ

の
條
約
で
は
、
條
約
の
定
め
る
航
行
の
自
由
を
奪
重
す
る
と
い
う
こ
と
を
留
保

し
て
、
規
律
の
権
限
は
完
全
に
河
岸
國
に
與
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

馳
に
つ
い
て
第
二
六
條
は
「
ド
ナ
ウ
河
口
及
び
鐵
門
（
ぎ
昌
窃
8
国
霞
）
匠

域
に
お
け
る
航
行
は
、
右
の
地
帯
の
管
理
部
に
よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
航
行
制
度

に
よ
り
實
施
さ
れ
る
。
ド
ナ
ウ
河
の
他
の
匿
域
の
航
行
は
、
ド
ナ
ウ
河
が
井
、
の

領
土
を
貫
流
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ド
ナ
ウ
河
に
沿
う
國
に
よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
制

度
に
從
つ
て
實
施
さ
れ
、
ド
ナ
ウ
河
が
異
な
る
二
國
に
馬
し
て
い
る
地
帯
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ら
の
國
の
間
の
合
意
に
よ
つ
て
設
け
ら
れ
た
制
度
に
從
つ
て
實

施
さ
れ
る
。
航
行
制
度
を
設
け
る
に
當
り
、
ド
ナ
カ
河
岸
國
及
び
管
理
部
は
、

委
員
會
に
よ
り
て
設
け
ら
れ
た
ド
ナ
ウ
河
の
航
行
に
關
す
る
基
本
規
定
を
考
慮

す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
又
二
六
條
末
段
に
も
「
關
税
、
衛
生
及
び
警
察
制

度
は
講
そ
の
性
質
上
、
航
行
を
妨
害
七
な
い
よ
う
に
し
な
け
轟
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
い
る
。

　
行
政
椹
も
ま
た
完
全
に
河
岸
國
に
圃
し
て
い
る
ゆ
二
一
年
の
條
約
で
は
、
航

行
規
則
の
適
用
の
役
目
は
「
海
の
ド
ナ
ウ
」
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
委
員
會

自
身
に
、
「
河
の
ド
ナ
ウ
」
に
つ
い
て
は
國
際
委
員
會
統
制
の
下
に
河
岸
國
に

與
え
て
い
る
。
こ
の
條
約
で
は
各
河
岸
國
が
規
則
の
適
用
を
確
保
す
る
役
目
を

與
え
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
、
水
先
案
内
に
つ
い
て
は
河
岸
國
に
依
頼
す
る
こ
と

ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

に
な
つ
て
い
る
（
第
三
一
條
以
下
）
。

　
航
行
可
能
の
仕
事
に
關
し
て
は
、
二
一
年
の
條
約
は
、
　
「
海
の
ド
ナ
ウ
」
に

つ
い
て
は
、
そ
の
實
施
を
決
定
し
實
現
ず
る
灌
限
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
會
に
麗

し
、
「
河
の
ド
ナ
ウ
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
権
限
は
國
際
委
員
會
と
河
岸
國
と
二

分
た
れ
て
い
る
。
こ
の
條
約
で
は
こ
れ
等
の
擢
限
は
河
岸
國
に
の
み
属
す
る
。

　
第
三
條
は
、
各
河
岸
國
は
自
己
の
匿
域
を
航
行
可
能
な
良
好
的
な
状
態
に
維

持
す
る
義
務
を
も
つ
て
い
る
。
各
河
岸
國
は
維
持
・
改
良
の
仕
事
を
行
、
）
。
河

岸
國
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
委
員
會
に
簡
軍
な
圃
形
を
提
出
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。

航
行
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
支
辮
す
る
た
め
に
、
河
岸
國
は
、
委
・

員
會
と
協
議
し
た
後
、
般
舶
か
ら
徴
牧
す
る
航
行
税
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
現
傘
は
、
水
路
の
維
持
費
及
び
工
事
費
に
懸
じ
て
決
定
さ
れ
る
（
第
三
五

條
）
。

　
こ
の
條
約
で
は
、
司
法
灌
も
完
全
に
河
岸
國
に
驕
す
る
。
從
つ
て
、
そ
れ
は

二
一
年
の
制
度
と
比
較
す
る
と
國
際
化
制
度
の
退
歩
で
あ
る
。
一
二
年
の
條
約

で
は
、
「
海
の
ド
ナ
ウ
」
の
航
行
規
則
違
反
に
つ
い
て
は
、
ヨ
■
・
ッ
パ
委
員
會

が
固
有
の
裁
到
所
で
裁
判
す
る
権
能
を
與
え
ら
れ
て
い
る
。
「
河
の
ド
ナ
ウ
」

に
つ
い
て
の
違
反
は
、
河
岸
國
の
裁
判
所
が
第
一
審
・
控
訴
審
と
も
取
扱
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
國
際
委
員
會
は
協
約
の
解
羅
及
ぴ
適
用
に
關
す
る

総
て
の
問
題
を
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
八
條
）
。
國
際
委
員
會
の
決
定

に
野
す
る
救
濟
は
常
設
國
際
司
法
裁
判
所
に
求
め
る
。
こ
れ
に
反
し
、
こ
の
條

約
ぱ
、
、
河
岸
國
の
司
法
櫨
に
何
等
の
留
保
も
認
め
て
は
い
な
い
。

　
か
く
て
、
ド
ナ
ウ
委
員
會
は
調
整
的
な
か
つ
監
覗
的
な
役
割
を
果
た
す
に
過

ぎ
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
ソ
連
代
表
の
言
に
よ
る
と
．
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ド

ナ
ウ
航
行
の
総
て
の
問
題
は
ド
ナ
ウ
諸
國
の
樒
限
内
に
厨
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

五
一

（
六
一
一
）



ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

と
、
か
つ
ド
ナ
ウ
委
員
會
は
ド
ナ
ウ
の
專
制
的
な
主
人
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、

喰
い
違
い
を
な
く
し
て
必
．
要
な
統
一
を
確
保
す
る
た
め
に
ド
ナ
ウ
諸
國
で
作
ら

れ
る
關
税
、
衛
生
及
び
警
察
の
任
務
に
お
い
て
、
航
行
規
則
の
喰
い
違
い
と
調

整
を
避
け
る
中
心
機
關
で
あ
る
こ
と
の
原
則
か
ら
出
獲
す
る
」
と
。

　
ド
ナ
ウ
委
員
會
は
、
そ
の
固
有
の
灌
限
の
た
め
に
人
格
を
興
え
ら
れ
て
い

る
。
　
「
委
員
會
は
そ
の
所
在
國
の
立
法
に
よ
つ
て
法
人
絡
を
も
－
つ
」
　
（
第
一
四

條
）
。
フ
ラ
ン
ス
語
と
・
シ
ア
語
が
委
員
會
の
公
用
語
で
あ
る
（
第
一
五
條
）
。

　
そ
れ
故
に
、
委
員
會
は
権
利
、
義
務
の
主
膿
で
あ
る
。
こ
の
條
約
の
附
属
議

定
書
は
、
一
二
年
の
爾
委
員
會
の
資
産
が
新
委
員
會
に
移
鱒
す
る
こ
と
と
、
同

委
員
會
の
債
務
の
消
滅
を
規
定
す
る
（
第
四
、
五
號
）
。

　
こ
の
條
約
で
は
、
ド
ナ
ウ
の
二
個
の
匪
域
に
つ
い
て
特
別
な
制
度
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
ド
ナ
ウ
の
下
流
（
ス
ー
リ
ナ
運
河
口
か
ら
ブ
ラ
イ
ラ
ま
で
を
合
む
）

と
鐵
門
囁
域
（
ド
ナ
ウ
右
岸
に
お
い
て
は
ヴ
ィ
ン
チ
く
営
8
か
ら
コ
ス
ト
ー

ル
国
8
8
一
ま
で
、
左
岸
に
お
い
て
は
モ
ル
ド
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
窯
O
冒
O
＜
即

＜
O
O
げ
O
か
ら
ト
ジ
ル
ヌ
・
セ
認
ソ
ェ
リ
ン
円
ロ
リ
β
目
－
OQ
Φ
〈
①
噌
一
β
ま
で
）
で
ふ
め
る
。

こ
の
二
個
の
匠
域
に
そ
れ
ぞ
れ
特
別
管
理
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

管
理
部
は
隣
接
河
岸
國
の
代
表
者
を
も
つ
て
構
成
せ
ら
れ
る
。
管
理
の
任
務

は
、
管
理
部
の
構
成
國
で
あ
る
と
こ
ろ
の
政
府
の
協
定
に
よ
つ
て
規
律
せ
ら
れ

る
。
河
岸
國
主
禮
の
原
則
は
奪
重
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
ド
ナ
ウ
河
口
の
匪

域
は
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ソ
連
の
管
理
に
、
鐵
門
匠
域
の
管
理
は
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ユ

ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
管
理
に
鵬
す
る
（
第
二
〇
、
二
一
條
）
。

　
こ
の
條
約
で
は
ド
ナ
ウ
の
管
理
を
國
際
蓮
合
の
機
構
と
結
び
つ
け
る
規
定
は

何
も
も
つ
て
い
な
い
。
一
九
四
八
年
八
月
五
日
の
英
國
の
通
牒
，
は
「
こ
の
協
約

の
條
項
中
に
ド
ナ
ウ
委
員
會
は
協
約
の
作
用
に
つ
い
て
年
報
を
ヨ
】
・
ッ
パ
脛

五
二
　
　
（
六
輔
二
）

厨
委
員
會
（
或
は
脛
湾
肚
會
理
事
會
、
蓮
輪
通
信
委
員
會
）
に
提
出
す
る
た
め

に
、
國
際
連
合
と
關
連
を
も
つ
こ
と
」
を
要
求
し
た
が
、
こ
の
提
案
は
ベ
ル
グ

ラ
ー
ド
會
議
で
は
採
揮
さ
れ
な
か
つ
た
。

　
こ
の
協
約
の
第
四
五
條
は
「
直
接
交
渉
の
方
法
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
な
い
よ

う
な
、
こ
の
條
約
の
適
用
又
は
解
繹
に
關
す
る
こ
の
條
約
の
署
名
國
間
の
総
て

の
紛
雫
は
、
紛
雫
當
事
國
中
の
一
國
の
要
請
に
よ
つ
て
、
各
當
事
國
の
代
表
者

一
名
、
並
び
に
紛
箏
當
事
國
で
な
い
一
國
の
市
民
中
か
ら
ド
ナ
ウ
河
委
員
會
の

委
員
長
に
よ
り
、
及
び
委
員
會
の
委
員
長
が
紛
雫
當
事
國
の
市
民
で
あ
る
と
き

は
、
ド
ナ
ウ
河
委
員
會
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
三
分
の
一
委
員
の
構
成
す
る
調
停

委
員
會
に
提
起
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
調
停
委
員
會
の
決
議
は
、
紛
雫
當
事

國
に
野
し
て
は
決
定
的
か
つ
強
制
的
な
も
の
で
あ
る
。
調
停
委
員
會
は
各
當
事

國
が
そ
の
代
表
を
任
命
し
て
か
ら
で
な
い
と
活
動
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
紛

雫
國
は
代
表
者
を
任
命
し
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
、
委
員
會
の
開
會
を
妨
害
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
　
一
九
五
〇
年
三
月
三
〇
日
の
意
見
で
、
國
際
司
法
裁
判
所

は
、
利
害
關
係
國
政
府
は
條
約
に
規
定
せ
ら
れ
た
委
員
會
に
代
表
者
を
任
命
す

る
義
務
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

　
一
九
四
八
年
八
月
一
八
日
の
協
約
は
、
そ
の
第
四
七
條
に
規
定
す
る
條
件
で

敷
力
を
叢
生
す
る
。
こ
の
條
文
は
、
協
約
は
六
力
國
の
批
准
書
が
寄
託
せ
ら
れ

た
後
に
適
用
せ
ら
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
批
准
書
は
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

の
政
府
に
寄
託
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
こ
の
協
約
は
調
印
し
た
河
岸

國
に
よ
つ
て
批
准
せ
ら
れ
た
。
＞
、
し
て
調
印
國
と
の
相
互
關
係
に
お
い
て
敷
力

を
叢
生
し
た
。
ド
ナ
ウ
委
員
會
は
ユ
覧
の
第
一
同
の
會
合
を
一
九
四
九
年
一
一
月

一
一
日
か
ら
一
七
日
ま
で
ガ
ラ
ヅ
ツ
で
開
い
た
。
こ
の
會
合
に
は
ソ
蓮
、
ブ
ル



ガ
リ
ア
、
ル
｝
マ
ニ
ア
、
　
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヅ
ィ
ア
、
チ
ェ
ヅ
コ
ー
・
ス
ロ
彦

キ
ア
及
び
ハ
ン
ガ
リ
イ
が
参
加
し
た
。
そ
し
て
委
員
長
に
は
ル
ー
マ
、
一
ア
の
代

表
ル
デ
ソ
コ
（
菊
鼠
鶏
ぎ
）
、
副
委
員
長
に
は
チ
ェ
ヅ
コ
の
代
表
リ
ン
ホ
ル

ト
（
類
昌
o
詳
）
、
事
務
総
長
に
ば
ソ
蓮
の
代
表
モ
・
ゾ
フ
提
督
（
》
ヨ
営
巴

宕
0
3
8
〈
）
を
選
ん
だ
。
こ
の
委
員
會
は
事
業
規
則
を
探
揮
し
、
か
つ
一
九
五

〇
年
二
月
に
豫
定
せ
ら
れ
た
次
の
會
期
の
議
事
日
程
を
決
定
し
た
。

　
一
二
年
の
協
約
の
署
名
國
で
あ
る
西
方
諸
國
は
四
八
年
の
協
約
の
有
敷
性
を

認
め
る
こ
ど
を
拒
否
し
た
。
一
九
四
九
年
一
一
月
一
五
日
に
フ
ラ
ソ
ス
外
務
大

臣
は
パ
リ
ー
駐
在
の
こ
の
協
約
の
署
名
國
に
抗
議
の
通
牒
を
邊
つ
た
。
ザ
て
の
通

牒
で
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
協
約
の
國
際
的
有
敷
性
を
認
め
な
い

旨
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
ド
ナ
ウ
の
制
度
を
決
定
す
る
唯
一
の
國
際
的
文
書
は

一
九
一
二
年
七
月
二
三
日
に
パ
リ
ー
で
調
印
せ
ら
れ
た
ド
ナ
ウ
の
決
定
的
法
規

を
設
定
す
る
協
約
で
あ
る
と
考
え
る
と
し
た
。
こ
れ
と
類
似
の
方
法
を
米
．
英

の
政
府
も
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ン
ド
ン
及
び
ワ
シ
ソ
ト
ソ
に
駐
在
す
る
利
害
關
係
國
の

代
表
に
野
し
て
執
つ
た
。

　
一
九
四
八
年
の
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
に
参
加
を
招
請
せ
ら
れ
な
か
つ
た
ベ
ル

ギ
ー
、
ギ
リ
シ
ヤ
及
び
イ
タ
リ
ー
も
、
會
議
の
事
務
局
に
通
牒
を
稜
し
て
、
會

議
で
な
さ
れ
る
決
議
に
つ
い
て
は
留
保
す
る
旨
を
述
べ
た
。
一
九
一
二
年
の
會

議
に
参
加
し
な
か
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
は
英
〕
佛
に
同
調
す
る
旨
を

宣
言
し
た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
關
し
て
は
、
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
會
議
へ
の
同
國
代
表
は
、
一

九
四
八
年
八
月
一
八
日
に
「
オ
ー
ス
ト
リ
7
に
よ
つ
て
署
名
．
批
准
さ
れ
な
い

協
約
は
、
自
國
内
で
有
敷
な
も
の
と
は
考
え
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
漣
合
國
家
政
府
は
こ
の
會
議
で
な
さ
れ
た
決
定
に
關
し
総
で
の
灌
利
を
留

　
　
　
　
ド
ナ
ウ
河
の
航
行
制
度

保
す
る
」
と
宣
言
し
た
。

　
一
九
四
八
年
の
協
約
の
有
敷
性
が
ド
ナ
ウ
の
航
行
制
度
に
利
害
關
係
を
有
す

る
國
家
の
総
て
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
ド
ナ
ウ
の

現
在
の
法
的
地
位
を
定
め
る
で
あ
ろ
う
か
？
．

　
わ
れ
わ
れ
は
二
個
の
多
邊
的
な
、
連
綾
し
、
矛
盾
し
、
異
つ
た
署
名
國
の
條

約
が
存
在
す
る
の
を
見
る
。
こ
の
爾
條
約
に
共
通
な
署
名
國
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ハ
ン
ガ
リ
イ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
チ
ェ
ヅ
コ
ー
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
及
び
ユ
ー
ゴ
ー

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
西
方
諸
國
は
一
九
二
一
年
の
協
約

に
は
署
名
し
て
い
る
が
、
一
九
四
八
年
の
協
約
の
署
名
國
で
は
な
く
、
一
九
四

八
年
の
協
約
の
署
名
國
ソ
蓮
及
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
一
九
二
｝
年
の
協
約
の
當
事

國
で
は
な
い
。
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
規
範
的
な
二
元
論
が
存
在
す
る
こ
と

を
見
出
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
實
定
國
際
法
は
こ
の
よ
う
な
多
歎
の
實
例
を
も

つ
て
い
る
。

五
三
　
　
　
（
六
一
三
）


